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山口市学生参加型採用力向上事業委託業務に係る  

公募型プロポーザル実施要領 

 

１ 目的 

この要領は、山口市学生参加型採用力向上事業委託業務に係る受託候補者を選定す

るためのプロポーザルに必要な事項を定める。 

 

２ 業務の内容 

（１） プロポーザルの名称 

山口市学生参加型採用力向上事業委託業務 

（２） 契約期間 

契約締結日から令和９年３月３１日まで 

（３） 業務内容 

別紙「仕様書」のとおり 

（４） 委託料上限額 

８,０００千円（消費税及び地方消費税を含む） 

 

３ 参加資格 

本プロポーザルに参加できる者は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。 

（１）令和８年４月１日時点で山口市の競争入札参加資格を有し、かつ令和８年度の物

品・業務委託競争入札参加資格者名簿に区分６０「業務委託（企画・制作）」の

コード０６「イベント等の企画」、コード０７「イベント等の運営」及びコード

０８「デザイン企画」の営業種目で登録していること。 

（２）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項の規定に該

当しないこと。 

（３）プロポーザル参加意向申出書の提出期限から契約締結までの間において、山口市

入札参加資格者に係る指名停止等措置要領の規定による指名停止措置を受けて

いないこと。 

（４）会社更生法(平成１４年法律第１５４号)による更生手続開始の申立て又は民事再

生法(平成１１年法律第２２５号)による再生手続きの申立てをした者でないこ

と。ただし、更生手続き開始の決定を受けた者及び再生計画認可の決定（確定し

たものに限る。）を受けた者を除く。 
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４ 選定スケジュール（予定） 

項  目 日   程 

実施要領の公表 令和８年４月１日（水） 

参加意向申出書受付 令和８年４月１日（水）～４月１０日（金） 

質問受付 令和８年４月１日（水）～４月１０日（金） 

応募書類受付 令和８年４月１３日（月）～４月１７日（金） 

ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ実施(評価委員会) 令和８年４月２３日（木）  

結果通知及び公表 令和８年４月下旬予定 

契約締結 令和８年４月下旬予定 

 

５ プロポーザル参加意向申出書の提出 

（１）提出書類及び部数 

  プロポーザル参加意向申出書（様式第 1号）１部 

（２）提出期限 

  令和８年４月１０日（金） １７時（必着） 

（３）提出先 

  山口市商工振興部ふるさと産業振興課（furu@city.yamaguchi.lg.jp） 

（４）提出方法 

  持参又は郵送（提出期限内必着） 

 

６ 質問の受付及び回答方法 

質問がある場合は、次のとおり提出すること。 

（１）質問の提出方法 

  ア 提出書類 

    質問書（様式第２号） 

イ 提出期限 

令和８年４月１０日（金）１７時（必着） 

ウ 提出先 

山口市商工振興部ふるさと産業振興課（furu@city.yamaguchi.lg.jp） 

エ 提出方法 

電子メール（提出期限内必着） 

（２）質問に対する回答方法 

回答は、質問者名をふせて本市公式ウェブサイトに掲載する。 

ただし、簡易な質問や個別事案に係る質問については、公式ウェブサイトには回

答を掲載せず、電話等により個別に回答する。 
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７ 提案書等の提出 

  応募に当たっては、次の書類を作成し、提出すること。 

（１）提出書類 

ア 企画提案書提出届（様式第３号） 

イ 企画提案書（任意様式） ※(２)の留意事項を参照のこと 

ウ 業務実施体制（様式第４号） 

エ 会社概要（任意様式） 

※パンフレット等で可。 

別表「評価基本方針」記載の「多様な人材活躍に関する国や県の認定・登録」

がある場合は、それが分かるものを添付すること。 

オ 他自治体での同種・類似業務実績一覧（様式第５号） 

カ 見積書（任意様式） ※(３)の留意事項を参照のこと 

（２）企画提案書の留意事項 

応募者は、本実施要領及び別紙「仕様書」に基づき、下記のとおり企画提案書を

提出すること。 

ア Ａ４版縦、両面印刷、左綴じを原則とする。資料の都合上、部分的にＡ３版を

使用する場合は、片袖折にして綴じ込むこと。 

イ 提案書類一式を上記（１）ア～カの順番に並べる。 

（３）見積書の留意事項 

応募者は、本実施要領及び別紙「仕様書」に基づき、下記のとおり見積書を提出

すること。 

ア 宛名は山口市長とすること。 

イ 業務内容及び人件費等の積算内訳を記載していること。 

（４）提出方法 

持参又は郵送（提出期限内必着） 

※郵送の場合は、書留郵便又は配達証明できるものに限る。 

（５）提出期限 

令和８年４月１７日(金）１７時(必着) 

（６）提 出 先 

山口市商工振興部ふるさと産業振興課 

（７）提出部数 

正本１部、副本７部 

（８）そ の 他 

プロポーザル参加意向申出書を提出しても、提出期限までに提案書等の提出がな

い場合は、提案を辞退したものとみなす。 

 

８ 審議及び受託候補者の選定 

（１）評価委員会の設置 

企画提案書の審査、評価及び受託候補者の選定等は、「山口市物品調達及び業務
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委託に関するプロポーザル実施取扱要領」に基づき設置する評価委員会（以下「評

価委員会」という。）により審議を行う。 

（２）審議 

評価委員会は、プレゼンテーション及びヒアリングにより（３）の評価基準に基

づき審査を行い、委託料の総額の範囲内で、審査において平均６０点以上を得たも

ののうち得点の高い順に受託候補者を決定する。ただし、応募者が５者を超える場

合、評価委員会は応募書類による書面審査を行い、プレゼンテーションの対象とす

る応募者をあらかじめ選定することができるものとする。 

ア 開催日時・場所 令和８年４月２３日（木）（予定） 

    ※日時及び会場については、別途応募者に通知する。 

 イ 発表時間 ３５分以内（提案説明２０分以内、質疑応答１５分以内） 

  ウ 出 席 者 ３名以内 

エ そ の 他 プレゼンテーション、ヒアリング及び審査は非公開とする。 

プレゼンテーション時の追加資料は受理しない。 

（３）評価基準 

応募書類を審査するための評価基準は、別表に掲げる評価基本方針により採点し

た結果を合計する。 

（４）選定方法 

評価委員会は、評価結果を速やかに集計し、各評価委員の採点の合計点により提

案者に優先順を付与し、受託候補者の選定を行う。最も高い評価点を獲得した提案

者が複数となった場合は、各評価委員の最高得点を獲得した数が多い提案者とし、

この場合においても同数となったときには同数の提案者の中から、多数決により選

定する。 

（５）選定結果の通知及び講評 

選定結果については、プレゼンテーション及びヒアリングを行った全提案者に結

果を通知するほか、本市公式ウェブサイトで公表する。なお、結果通知の内容に対

する異議申立てには一切応じない。 

 

９ プロポーザルの無効 

  次のいずれかに該当した場合は、無効とする。 

（１）企画提案書等の必要書類を提出期限内に提出しない場合 

（２）企画提案書の提出時から受託事業者の決定までの期間に、提案者が３で定める参

加資格を満たしていないことが明らかになった場合 

（３）提出書類に虚偽の記載があった場合 

（４）選定結果に影響を与えるような不正な行為があった場合 

（５）前各号に定めるもののほか、著しく信義に反する行為等があった場合 
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１０ 契約の方法 

（１）本プロポーザルで選定した受託候補者と協議し、見積りを徴収の上、随意契約に

より契約を締結するものとする。 

（２）提案内容については、契約後の業務においてそのまま実施されるものではなく、

契約交渉時に改めて協議し決定するものとする。 

（３）受託候補者が参加資格を満たさないことが判明した場合、失格事項に該当した場

合又はその他の理由により契約の締結が不可能となった場合は、選定結果次点者

と順次交渉するものとする。 

 

１１ その他留意事項 

（１）企画提案書の提出後、本市の判断により補足資料の提出を求める場合がある。 

（２）提案に要する一切の費用は、提案者の負担とする。 

（３）提案者は、参加意向申出書の提出をもって、実施要領等の記載内容及び条件を承

諾したものとみなす。 

（４）提出書類は返却しない。 

（５）本プロポーザルに係る情報公開請求があった場合は、山口市情報公開条例に基づ

き、提出書類を公開する場合がある。 

（６）受託事業者決定後、契約候補者が「業務実施体制(様式第４号)」に記載する「再

委託」の事業者と再委託契約を締結する場合は、あらかじめ市の承認を得ること。

なお、受託事業者は再委託先の行為について全責任を負うこと。 

（７）提案者が１者の場合でも本プロポーザルを実施する。 

 

１２ 問い合わせ先 

   山口市商工振興部ふるさと産業振興課（人材確保支援担当） 

   住  所：〒753-8650 山口市亀山町２番１号 

   電話番号：０８３－９３４－２６４５ 

   Ｅ－mail：furu@city.yamaguchi.lg.jp 
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別表 評価基本方針 

 

評価項目 配点 審査事項 

提案内容 

１５ 

【業務の実施手順・実現性】 

本業務を実施する上での課題や、それを踏まえた実施方針が明

確に示され、実現性の高い提案内容となっているか。 

１５ 

【検討項目の内容・手法】 

仕様書の業務内容を満たした上で、業務目的を達成するために

効果的な内容や方法などが具体的に提案されているか。 
 

１５ 

【参加者の確保】 

学生及び企業の参加を効果的に増やす具体的な手法が示され

ており、中小企業・小規模事業者の採用力と認知度向上に寄与

する内容となっているか。 

１０ 

【独創性】 

提案者独自の提案及び強みは本業務の推進に寄与するもので

あるか。 

実施体制 

１５ 

・業務を正確に実施できる体制、人員数は確保されているか。 

・企業の採用活動支援に必要な知識を有する人材が配置されて

いるか。 

１５ 
工程ごとに妥当な時間配分がなされ、業務完了に至るまでの過

程が明確に説明されているか。 

事業実績 ５ 
過去の同種の実績等からみて、確実に委託事業を遂行できる能

力を有しているか。 

社会貢献 ５ 

・山口市内事業者の活用など、地域経済の振興に配慮されてい

るか。 

・もにす認定（障がい者雇用）、くるみん認定（子育てサポート）、

えるぼし認定（女性活躍）、やまぐち男女共同参画推進事業者、

やまぐち障害者雇用推進企業等、多様な人材活躍に関する国や

県の認定・登録があるか。 

見積価格 ５ 満点（５点）×（提案価格のうち最低価格／自社の提案価格） 

合  計 １００ 


